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１月23日、式下中学校で武田美保さんを迎えて
行われました。

（詳しくは15頁）
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職
員
の
給
与
や
職
員
数
、
勤
務
条
件
な
ど
の
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況
　
　

役
場
総
務
課
　
1
０
７
４
５
―
４
４
―
２
２
１
１
（
内
線
２
５
４
）

公　表
します

町
の
人
事
行
政
の

運
営
等
の
状
況

「
川
西
町
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況
に
関
す
る
条
例
」
に
基
づ
き
、
人
事
行
政

の
運
営
等
の
状
況
を
町
民
の
皆
さ
ん
に
お
知
ら
せ
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
公
正

性
と
透
明
性
を
高
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

■
人
件
費
（
普
通
会
計
決
算
）

職
員
の
給
与
等
の
状
況

■
職
員
給
与
費

■
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数

■
職
員
平
均
給
料
月
額
・
平
均
年
齢

■
職
員
の
初
任
給

川　　　西　　　町 国

決　定 採用２年 決　定 採用２年
初任給 経過日給料額 初任給 経過日給料額

一　般 高校卒 140.100円 147,200円 140.100円 147,200円
行政職 大学卒 172.200円 182,400円 172.200円 182,400円

中学卒 129,200円 135,100円 129,200円 135,100円
技能職

高校卒 141.900円 149,700円 137,200円 144,300円
中学卒 121.600円 127,400円

労務職
高校卒 133.100円 139,600円

121,600円 127,400円

短大卒 168.600円 181,700円 － －
教育職

大学卒 192.800円 203,100円 － －

住 民 基 本 9,343人 9,283人
台 帳 人 口 （H18.3.31日現在） (H19.3.31日現在)

歳出額　Ａ 3,724,418千円 3,523,717千円

実質収支 110,875千円 32,938千円

人件費　Ｂ 952,390千円 940,213千円

人件費率Ｂ／Ａ 25.6％ 26.7％

年度 Ｈ14 Ｈ19

川西町 92.3 91.2

全国町村平均 96.0 93.9

国家公務員の給与水準を
１００とした場合の地方公
務員の給与水準を示す指数

ラスパイレス指数

（平成17年） （平成18年）

※人件費には、特別職に支給される給料・報酬などを含みます。

川西町 国

一　般 334,900円 349,469円

行政職 45.1才 43.7才

技　能 226,600円 324.414円

労務職 42.5才 46.8才

271,300円
教育職

33.5才

（平成19年４月１日現在）

（平成19年４月１日現在）

※一般行政職：保健職、企業職などを除いた
もの

職員数　Ａ 115人

給料 419,172千円
給

職員手当 74,232千円
与

期末・勤勉手当 171,663千円
費

合計　Ｂ 665,067千円

１人当たり
給与費　Ｂ／Ａ

5,784千円

（平成19年度普通会計予算）（各年４月１日現在）

※給与費は、当初予算に計算された
額であり、退職手当は含みません。
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■
職
員
の
経
験
年
数
別
・
学
歴
別
平
均
給

料
月
額

■
一
般
行
政
職
の
級
別
職
員
数

■
昇
級
短
縮
期
間
（
一
般
行
政
職
）

一
般
行
政
職
（
平
成
18
年
度
・
76
人
）

の
う
ち
、
普
通
昇
給
期
間
を
短
縮
し
て
昇

給
し
た
職
員
は
、
前
年
度
（
平
成
17
年

度
・
78
人
）
と
同
様
、
０
人
。

■
職
員
手
当
１

■
職
員
手
当
２
（
普
通
会
計
）

★
地
域
手
当
（
Ｈ
19
・
４
・
１
現
在
）

①
支
給
対
象
地
域
　
全
地
域

②
対
象
職
員
数
　
１
０
２
人

③
支
給
率
　
３
％

１
人
当
た
り
の
平
均
支
給
年
額
は
平
成

18
年
度
年
度
決
算
で
、
１
３
７
千
円
と
な

り
ま
し
た
。

★
特
殊
勤
務
手
当
（
平
成
18
年
度
）

徴
税
手
当
・
ゴ
ミ
処
理
作
業
手
当
な
ど

６
つ
の
事
務
に
従
事
し
た
者
に
対
し
て
支

給
さ
れ
ま
し
た
。

職
員
全
体
に
占
め
る
手
当
支
給
職
員
の

割
合
は
、
16．

７
％
で
、
対
象
職
員
１
人

当
た
り
の
平
均
支
給
年
額
は
、
１
２
１，

７
６
５
円
と
な
り
ま
し
た
。

★
時
間
外
勤
務
手
当
（
各
年
度
決
算
）

★
そ
の
他
諸
手
当
（
国
と
同
様
）

■
特
別
職
の
報
酬
等

定年前早期退職特別措置：２％～20％加算
退職時特別昇給：なし
※いずれも国と同様
Ｈ18年度退職者平均支給額：16,673千円

※右表の職は全て同割合
（ただし、減額措置を行
う前の月額を基礎）で
支給。
※右表の（ ）内は、減
額措置を行う前の月額。

経験年数５年以上 経験年数10年以上
10 年 未 満 15 年 未 満

一　般 高校卒 205,000円 251,600円
行政職 大学卒 224,400円 268,500円

技　能 中学卒 187,900円 248,500円
労務職 高校卒 205,700円 210,300円

短大卒 － 269,800円
教育職

大学卒 253,600円 －

（平成19年４月１日現在）合計76人 （平成19年４月１日現在）

期末手当支給割合

６月期 1.60ヶ月

12月期 1.75ヶ月

合　計 3.35ヶ月

（平成18年度）

住　居　手　当 扶　養　手　当

通　勤　手　当

借家・借間最高
27,000円

新築して5年未満の
持家 2,500円

交通機関利用者
全額支給
※限度額：55,000円

交通用具（自動車等）
使用者：2,000円～
距離により異なる

配偶者13,000円・扶養親族
１人につき6,500円（ただ
し、配偶者がない場合１人
目は11,000円）。満15歳に
達する日以後の最初の４月
１日から満22歳に達する日
以後の最初の３月31日まで
の子１人につき5,000円加
算

（平成19年４月１日現在）
給料報酬等月額

747,000円
町　長

（830,000円）
675,000円

副町長
（710,000円）
627,000円

収入役
（660,000円）

議　長 330,000円
副議長 280,000円
議　員 260,000円

（平成19年４月１日現在）

職員１人当たり
年　度 支給総額

支　給　年　額

平成17 12,438,916円 175,196円

平成18 7,361,159円 126,917円

区　分 １級 ２級 ３級 ４級

標準的な 主 任 、
職務内容 主事 主事 課長補佐 課長

職 員 数 ０人 21人 31人 ８人
構 成 比 ０％ 29.1％ 43.1％ 11.1％
区　分 ５級 ６級 ７級

標準的な
職務内容 課長 部長 理事

職 員 数 ７人 ４人 １人
構 成 比 9.7％ 5.6％ 1.4％

★退職手当 （平成19年４月１日現在）

勤　続 川　　西　　町
年　数 自己都合 勧奨定年

国

20 年 23.50月分 30.55月分 同

25 年 33.75月分 41.34月分 同

35 年 47.50月分 59.28月分 同

限度額 59.28月分 59.28月分 同

★期末・勤勉手当（平成18年度支給割合）

川　　西　　町

期末手当 勤勉手当
国

６月期 1.4月分 0.725月分 同

12月期 1.6月分 0.725月分 同

計 3.0月分 1.450月分 同
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■
職
員
数

■
一
般
職
員
の
一
週
間
の
勤
務
状
況

★
正
規
の
勤
務
時
間

40
時
間

★
勤
務
時
間
帯

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
30
分

う
ち
休
憩
時
間
60
分

■
休
暇
の
種
類

★
年
次
休
暇

20
日

★
病
気
休
暇

90
日
以
内
（
但
し
、
結

核
性
疾
患
の
場
合
１
年
以
内
、
公
務

災
害
の
場
合
は
最
小
限
度
必
要
と
認

め
る
期
間
）

★
特
別
休
暇

公
民
権
公
務
関
係
休
暇
、

骨
髄
提
供
休
暇
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
休

暇
（
５
日
以
内
）、
結
婚
休
暇
（
５
日

以
内
）、
産
前
休
暇
（
６
週
間
）、
産

後
休
暇
（
８
週
間
）、
育
児
休
暇
（
１

日
２
回
各
30
分
以
内
）、
妻
の
出
産

職
員
の
勤
務
時
間

そ
の
他
の
勤
務
条
件

（
２
日
）、
男
性
職
員
の
育
児
参
加
の

た
め
の
休
暇
（
５
日
）、
子
の
看
護
休

暇
（
５
日
）、
生
理
休
暇
（
２
日
）、

忌
引
休
暇
（
例
‥
父
母
７
日
）、
リ
フ

レ
ッ
シ
ュ
休
暇
（
連
続
の
3
日
以
内
）、

そ
の
他
介
護
休
暇
・
組
合
休
暇（
無
給
）等

■
職
員
の
分
限
処
分

★
分
限
処
分

０
件

■
職
員
の
懲
戒
処
分

★
懲
戒
処
分

３
件
（
免
職
１
件
）

（
減
給
１
件
）

（
戒
告
１
件
）

★
川
西
町
職
員
服
務
規
程
に
よ
り
ま
す
。

出
勤
管
理
（
タ
イ
ム
カ
ー
ド
）、
職
員

証
の
交
付
、
宿
日
直
勤
務
（
休
日
・
夜

間
）
他

※
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
条

例
、
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
特
例

に
関
す
る
条
例

■
職
員
の
研
修

川
西
町
、
県
市
町
村
研
修
セ
ン
タ
ー
及

び
山
辺
広
域
行
政
事
務
組
合
の
研
修
会
に

参
加
し
て
い
ま
す
。

職
員
の
研
修
及
び
勤
務
成
績
の

評
定

職
員
の
服
務

職
員
の
分
限
及
び
懲
戒
処
分
の

状
況
（
平
成
18
年
度
）

■
定
員
適
正
化
計
画
の
数
値
目
標
・
進
捗

状
況

平
成
17
年
10
月
策
定
の
行
政
改
革
大
綱

に
基
づ
い
て
、
第
２
次
定
員
適
正
化
計
画

を
策
定
し
、
さ
ら
な
る
職
員
定
数
の
適
正

化
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

数
値
目
標
は
、
平
成
18
年
か
ら
22
年
の

５
ヶ
年
で
職
員
定
数
の
８
％
（
10
人
）
の

減
員
を
目
標
と
し
ま
す
。

■
職
員
の
任
免

（
Ｈ
18
・
４
・
２
〜
Ｈ
19
・
４
・
１
）

★
採
用

２
人
（
幼
稚
園
教
諭
２
人
）

★
退
職

９
人
（
一
般
行
政
職
６
人
）

（
幼
稚
園
教
諭
２
人
）

（
技
能
労
務
職
１
人
）

★
職
種
別
任
免

職
員
の
任
免
及
び
職
員
数

職　種　名 人数 備　　考

一般行政職
保健師、保育士

98
等を含む

幼稚園教諭 ８

給食調理員
技能労務職員 10 環境整備員

運転手

計 116

（平成19年４月１日現在）

★任命権者・役職別職員数の状況　（平成19年４月1日現在）
課長 技能部長 課長 補佐 主任 主事 労務 教諭 計

町長部局 3 14 10 23 28 5 83

教　　育
委 員 会

1 2 4 2 5 5 8 27

水 道 部 1 1 1 1 4

議　　会 1 1 2

計 6 17 16 25 34 10 8 116

★部門別職員数の状況
職　員　数

Ｈ18 Ｈ19 比較
議会 2 2

一 一 総務 19 19

般 般 税務 9 8 ▲1

行 管 農林
政 理 水産 2 2

部 土木 6 6

門 福 民生 33 28 ▲5

祉 衛生 9 10 １
特別行政部門
（教　育）

30 28 ▲2

普通会計
小　　計

110 103 ▲7

水　　道 5 4 ▲1

下 水 道 1 2 1

その他（国保、
介護、老健）

8 8

小　　計 14 14

合　　計 124 117 ▲7

※上記には相当職を含みます。

＊職員数は一般職（教育長を含む）に属する
職員数であり、地方公務員の身分を保有す
る休職者、派遣職員を含み、臨時又は非常
勤職員を除いています。
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■
職
員
の
勤
務
成
績
の
評
定

★
勤
務
評
定

未
実
施

■
職
員
の
福
祉

★
川
西
町
安
全
衛
生
管
理
規
程

安
全

衛
生
管
理
体
制
、
安
全
衛
生
教
育
、

健
康
管
理
等

職
員
の
福
祉
及
び
利
益
の
保
護

★
共
済
制
度

奈
良
県
市
町
村
職
員
共

済
組
合
、
公
立
学
校
共
済
組
合
奈
良

支
部

★
川
西
町
職
員
互
助
会

■
職
員
の
利
益

★
休
暇
の
取
得
状
況
（
平
成
18
年
度
）

年
次
休
暇
　
11
日（
１
人
当
た
り
平
均
）

病
気
休
暇
　
４
人
（
７
日
以
上
）

★
産
前
産
後
休
暇
、
育
児
休
業
の
取
得

状
況
（
平
成
18
年
度
）

産
前
産
後
休
暇
　
取
得
者
な
し

育
児
休
業
　
２
人（
男
性
の
取
得
な
し
）

＊
最
長
誕
生
し
た
日
か
ら
３
年
間

★
介
護
休
暇
の
取
得
状
況

取
得
者
な
し

■
勤
務
条
件
に
関
す
る
措
置
の
要
求０

件

■
不
利
益
処
分
に
関
す
る
不
服
申
立
て

０
件

※
公
平
委
員
会
　
職
員
の
不
利
益
処
分
や

懲
戒
処
分
に
対
す
る
不
服
申
し
立
て
な

ど
を
審
理
す
る
機
関

公
平
委
員
会
の
報
告
事
項

地方公共団体の技能労務職員等の給与については、同種の民間事

業の従業者に比べ高額となっているのではないかとの国民等の厳し

い批判があるところであります。そこで、住民の理解と納得が得ら

れるものとなるよう総合的な点検を実施し、適切な給与制度・運用

となることを目的に取組方針を策定しました。

１． 現状

（１）職種ごとの人数・平均給与・平均年齢

（２）（１）に対応する民間従業員データ

（３）その他給与に関する事項

・給料表　いずれの職種も国家公務員の行政職俸給表（二）

準拠の給料表を適用

・特殊勤務手当（学校給食員を除く）

清掃職員　ゴミ処理作業手当

自動車運転手　自動車運転従事手当

・昇給基準等　勤務評価は未実施であり給与構造改革

完成時までに施行

２．基本的な考え方（今後の見直しに向けた考え方等）

本町の技能労務職の給与については国の同種の職員を参考と

し、又民間の同種の職種に従事する者との均衡にも留意しなが

ら適正な給与制度・運用とする。

３．具体的な取組内容（取組事項の具体的な内容等）

新地方行革指針では、住民の納得と支持が得られるよう、給

与制度・運用・水準の適正化を強力に推進することとされてお

り、以前からの問題点として特殊勤務手当の見直しを図ること

とし、ゴミ収集処理手当及び自動車運転従事手当を今年度から

５年を目途として段階的に廃止する。

４．その他（民間委託の推進、事務・事業の見直し等）

学校給食事業について、退職者数に注視しながら民間委託を

検討する。

職　　　種 人　数（人） 平均給与（円） 平均年齢（歳）

清掃職員 5 305,400 36.7

学校給食員 4 233,700 49.6

自動車運転手 1 － 43.3

技能労務職員等の給与等の
見直しに向けた取組方針

職　　　種 人　数（人） 平均給与（円） 平均年齢（歳）

清掃職員 299,800 43.3

学校給食員 248,500 42.1

自動車運転手 261.800 53.0

（平成19年４月１日）
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国
民
健
康
保
険
税
の
納
め
忘
れ
は
な
い
で
す
か
？

被
保
険
者
証
の
郵
送
は
、
国
民
保
険
税
を
完
納
さ
れ
て
い
る
世
帯
に
対
し
て
行

い
ま
す
。

未
納
の
あ
る
世
帯
の
被
保
険
者
証
は
、
役
場
保
険
年
金
課
で
一
時
お
預
か
り
し

ま
す
の
で
、
国
民
健
康
保
険
の
窓
口
で
更
新
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
そ
の

際
、
納
付
相
談
等
を
お
こ
な
い
、
完
納
で
き
な
い
場
合
は
「
短
期
被
保
険
者
証(

有

効
期
限
の
短
い
保
険
証)

」
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
と
な
り
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ

さ
い
。理

由
も
な
く
滞
納
を
続
け
る
と
・
・
・

特
別
な
理
由
も
な
い
の
に
滞
納
を
続
け
納
付
相
談
に
も
応
じ
な
い
、
ま
た
納
付

相
談
は
し
た
け
れ
ど
納
付
す
る
意
思
が
な
い
と
い
う
よ
う
な
場
合
は
、
資
格
証
明

書
の
交
付
や
保
険
給
付
の
全
額
ま
た
は
一
部
の
差
し
止
め
、
法
律
に
基
づ
い
た
財

産
の
差
し
押
さ
え
を
行
い
ま
す
。

※
こ
れ
ら
の
処
分
を
受
け
て
も
保
険
税
の
納
付
義
務
は
な
く
な
り
ま
せ
ん
。

※
40
歳
以
上
65
歳
未
満
の
人
は
保
険
税
の
中
に
介
護
保
険
分
が
含
ま
れ
て
い
ま
す

の
で
、
保
険
税
を
滞
納
す
る
と
、
介
護
保
険
の
給
付
も
制
限
さ
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

保
険
税
は
私
た
ち
の
た
め
に
使
わ
れ
て
い
ま
す

保
険
税
は
国
の
支
出
金
な
ど
と
と
も
に
、
医
者
に
か
か
っ
た
と
き
の
費
用
の
一

部
を
負
担
す
る
な
ど
、
私
た
ち
の
た
め
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
他
に
も
、「
出
産
一

時
金
」
や
「
葬
祭
費
」
な
ど
の
様
々
な
給
付
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
保
険
税

の
納
め
忘
れ
の
な
い
よ
う
に
お
願
い
し
ま
す
。
い
つ
、
病
気
や
ケ
ガ
で
保
険
証
が

必
要
に
な
る
か
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
忘
れ
な
い
で
く
だ
さ
い
。「
ど
う
し
て
も
経
済

的
に
納
付
が
困
難
」
と
い
う
方
は
な
る
べ
く
無
理
な
く
納
め
ら
れ
る
よ
う
納
付
方

法
に
つ
い
て
相
談
も
行
い
ま
す
の
で
窓
口
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

4
月
か
ら
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
が

カ
ー
ド
に
変
わ
り
ま
す
！

現
在
お
持
ち
の
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
（
以
下
＝
被
保
険
者
証
）
は
３
月
31
日
が

有
効
期
限
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
１
世
帯
に
１
枚
交
付
し
て
い
た
被
保
険
者
証
は
今
回
の
更
新
（
平
成
20
年
４

月
１
日
）
か
ら
１
人
１
枚
の
『
カ
ー
ド
』
に
変
わ
り
ま
す
。

◎
被
保
険
者
証
が
１
人
１
枚
に
な
る
こ
と
で
、

家
族
で
同
じ
時
間
で
も
別
々
の
医
療
機
関

に
か
か
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◎
旅
行
先
・
勤
務
先
な
ど
に
持
っ
て
い
く
こ

と
が
で
き
ま
す
。

◎
小
さ
く
な
り
ま
す
の
で
紛
失
に
注
意
し
、

大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
有
効
期
限
の
過
ぎ
た
被
保
険
者
証
は
使
え

ま
せ
ん
。

◎
被
保
険
者
証
が
１
人
１
枚
に
な
る
こ
と
で

遠
隔
地
被
保
険
者
証
の
制
度
は
な
く
な
り

ま
す
が
、
就
学
の
た
め
に
他
の
市
町
村
へ

転
出
さ
れ
た
学
生
の
人
の
被
保
険
者
証
に

つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
と
同
じ
く
毎
年
更
新

の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

◎
他
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た
場
合
は
、
喪
失
の
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

新
し
い
被
保
険
者
証
と
70
歳
以
上
75
歳
未
満
の
人
の
高
齢
者
受
給
者
証
は
世
帯
ご
と
に

ま
と
め
て
、
３
月
末
ま
で
に
「
配
達
記
録
郵
便
」
で
送
付
し
ま
す
。（
３
月
中
に
被
保
険

者
証
が
届
か
な
い
場
合
は
、
役
場
保
険
年
金
課
へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。）

便
利
に
な
り
ま
す
！

ご
注
意
く
だ
さ
い
！

交
付
方
法
と
時
期
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◎
義
務
教
育
就
学
前
の
子
ど
も
の
自
己
負
担
割
合
が
変
わ
り
ま
す
！

◎
退
職
者
医
療
制
度
の
対
象
年
齢
が
変
わ
り
ま
す
！

会
社
な
ど
を
退
職
し
て
国
保
に
加
入
し
、
被
用
者
年
金
（
厚
生
年
金
、
共
済
年
金
な
ど
）

を
受
け
ら
れ
る
75
歳
未
満
の
人
と
そ
の
被
扶
養
者
は
、
同
じ
国
保
の
中
で
も
退
職
者
医
療

制
度
で
医
療
を
受
け
ま
す
が
、
そ
の
対
象
年
齢
が
65
歳
未
満
に
変
わ
り
ま
す
。

◎
国
民
健
康
保
険
税
の
納
め
方
が
変
わ
り
ま
す
！

平
成
20
年
度
か
ら
、
国
保
被
保
険
者
全
員
が
65
歳
以
上
75
歳
未
満
の
世
帯
の
保
険
税
は
、

原
則
と
し
て
世
帯
主
の
年
金
か
ら
天
引
き
（
特
別
徴
収
）
に
な
り
ま
す
。
特
別
徴
収
の
世

帯
に
つ
い
て
は
、
後
日
通
知
い
た
し
ま
す
。

①
〜
③
の
場
合
は
、
個
別
に
保
険
税
を
納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。（
普
通
徴
収
）

①
世
帯
主
が
国
保
被
保
険
者
以
外
の
場
合

②
年
金
額
が
年
額
18
万
円
未
満
の
場
合

③
介
護
保
険
料
の
天
引
き
と
あ
わ
せ
た
額
が
年
金
額
の
２
分
の
１
を
超
え
る
場
合

◎
高
齢
者
医
療
制
度
の
見
直
し
の
お
知
ら
せ
！

平
成
20
年
４
月
か
ら
、
70
歳
以
上
75
歳
未
満
の
人
の
う
ち
現
役
並
み
所
得
が
あ
る
人
以

外
は
、
医
療
を
受
け
た
と
き
の
自
己
負
担
が
２
割
に
引
き
上
げ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し

た
が
、
こ
の
見
直
し
が
凍
結
さ
れ
、
平
成
20
年
４
月
か
ら
平
成
21
年
３
月
ま
で
の
１
年
間

は
、
医
療
を
受
け
た
と
き
の
自
己
負
担
が
１
割
に
据
え
置
か
れ
ま
す
。

※
現
役
並
み
の
所
得
が
あ
る
人
で
、
す
で
に
３
割
負
担
を
さ
れ
て
い
る
人
は
除
き
ま
す
。

※
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
対
象
と
な
る
一
定
の
障
害
が
あ
る
と
認
定
さ
れ
た
人
は
除
き

ま
す
。

◎
４
月
か
ら
高
額
医
療
・
高
額
介
護

合
算
制
度
が
創
設
さ
れ
ま
す
！

合算する場合の限度額

こ
れ
ま
で
は
年
齢
「
３
歳

未
満
」
は
医
療
費
が
２
割
負

担
で
し
た
が
、
平
成
20
年
４

月
か
ら
は
「
義
務
教
育
就
学

（
小
学
校
入
学
）
前
」
に
拡

大
さ
れ
ま
す
。

◎
療
養
病
床
入
院
時
の
「
食
費
・

居
住
費
」
負
担
の
対
象
年
齢
が

変
わ
り
ま
す
！

問
い
合
わ
せ

役
場
保
険
年
金
課

1
０
７
４
５
―
44
―
２
２
１
１

内
線
１
７
２

一　　　般 ６７万円

上位所得者 １２６万円

住　民　税
非課税世帯

３４万円

医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険のそれぞれの自己負担限
度額を適用後に、両方の年間の自己負担を合算して一定の限度額を超えた場合、超えた分が支給されます。
合算する場合の限度額は上記のとおりです。

一　　　般 ６２万円 ５６万円
現 役 並 み
所　得　者

６７万円

Ⅱ ３１万円
低所得者

Ⅰ １９万円

70歳以上と老人保健で医療を受ける方が療養病床に入院するとき、食費と居住費を負担
しますが、平成20年４月からは65歳以上と後期高齢者医療制度で医療を受ける人が負担の
対象になります。

療養病床入院時の食費・居住費の標準負担額（自己負担額）

一　　　　　　　般 １食あたり　４６０円 １日あたり　３２０円

低　所　得　者　Ⅱ 〃　　　２１０円 〃　　　３２０円

低　所　得　者　Ⅰ 〃　　　１３０円 〃　　　３２０円

老齢福祉年金受給者 〃　　　１００円 〃　　　 ０円

国
保
の
制
度
が
一
部
変
更
に
な
り
ま
す
！

平成20年３月まで

３歳未満　２割

h
平成20年４月から

義務教育就学前　２割

（６歳に達する日以降の

最初の３月31日まで）

70歳未満を含む
世帯

70歳～74歳のみ
の世帯

後期高齢者
医療制度の世帯
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4
月
か
ら
特
定
健
診
が
始
ま
り
ま
す
！

日
本
人
の
死
因
の
約
６
割
を
占
め
る
生
活
習
慣
病
。
わ
た
し
た
ち
の
健
康
を
守
る
た

め
に
生
活
習
慣
病
予
防
は
、
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
平
成
20
年
４
月
か
ら

「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
り
始
ま
る
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ

ー
ム
（
内
臓
脂
肪
症
候
群
）
に
着
目
し
た
特
定
健
診
と
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
特
定

保
険
指
導
が
は
じ
ま
り
ま
す
。

今
後
は
、
各
医
療
保
険
者
（
医
療
保
険
を
運
営
し
て
い
る
主
体
）
に
健
診
が
義
務
付

け
ら
れ
る
た
め
、
ご
加
入
の
各
医
療
保
険
者
か
ら
新
た
に
健
診
の
案
内
が
届
き
ま
す
。

40
〜
74
歳
の
加
入
者
を
対
象
に
特
定
健
診
を
実
施
し
ま
す
（
国
民
健
康

保
険
加
入
者
に
は
町
が
、
そ
れ
以
外
の
加
入
者
に
は
各
医
療
保
険
者
が
案
内
）。

国
民
健
康
保
険
加
入
者
に
つ
い
て
は
、
実
施
時
期
・
実
施
場
所
・
費
用
な
ど
詳
し
い

内
容
を
広
報
な
ど
で
、
後
日
内
容
が
決
ま
り
次
第
、
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

特
定
健
診
の
受
診
者
の
う
ち
、
健
診
結
果
か
ら
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ

ン
ド
ロ
ー
ム
の
該
当
者
ま
た
は
将
来
該
当
者
と
な
る
危
険
性
が
高
い
人
（
予
備
群
）
に

対
し
、
健
康
的
な
食
生
活
や
運
動
習
慣
を
身
に
つ
け
る
た
め
の
き
っ
か
け
づ
く
り
と
し

て
、
保
健
師
な
ど
が
生
活
改
善
方
法
な
ど
を
支
援
し
ま
す
。

特
定
健
診
を
受
け
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
罰

則
が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
特
定
健
診
・
特
定
保
険
指
導
で
は
、
国

が
医
療
保
険
者
ご
と
に
、
対
象
者
の
特
定
健
診
受
診
率
、
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー

ム
の
該
当
者
・
予
備
群
の
減
少
率
な
ど
の
目
標
値
を
定
め
、
そ
の
目
標
の
達
成
率
に
応

じ
て
、
平
成
20
年
度
か
ら
創
設
さ
れ
る
75
歳
以
上
の
人
の
医
療
制
度
（
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
）
へ
の
支
援
金
が
平
成
25
年
度
か
ら
加
算
減
算
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

健
診
を
受
け
る
人
が
少
な
け
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
健
康
が
冒
さ
れ
る
危
険
が
高
ま
る
だ

け
で
な
く
、
将
来
的
に
支
援
金
の
加
算
に
よ
っ
て
皆
さ
ん
の
保
険
税
が
高
く
な
っ
た
り
、

ほ
か
の
保
険
事
業
の
実
施
に
影
響
が
で
た
り
す
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

「
暇
が
な
い
」、「
面
倒
だ
」
と
健
診
を
先
延
ば
し
に
せ
ず
、
あ
な
た
自
身
の
健
康
を

守
る
た
め
、
高
齢
社
会
に
お
け
る
医
療
費
の
増
加
を
防
ぐ
た
め
に
も
年
１
回
の
健
診
を

欠
か
さ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ

役
場
保
険
年
金
課
　
　
1
０
７
４
５
―
44
―
２
２
１
１
（
内
線
１
７
２
）

平
成
21
年
５
月
ま
で
に
裁
判
員
制
度
が
始
ま
り
ま
す

裁
判
員
制
度
は
、
個
別
の
事
件
に
つ
い
て
、
国
民
の
皆
さ
ん
か
ら
選
ば
れ
た
６
人
の
裁

判
官
の
方
に
、
刑
事
手
続
の
う
ち
地
方
裁
判
所
で
行
わ
れ
る
刑
事
裁
判
に
参
加
し
て
も
ら

い
、
３
人
の
裁
判
官
と
一
緒
に
被
告
人
が
有
罪
か
無
罪
か
、
有
罪
の
場
合
ど
の
よ
う
な
刑

に
す
る
の
か
を
決
め
て
も
ら
う
制
度
で
す
。

裁
判
員
は
、
衆
議
院
議
員
の
選
挙
権
を
有
す
る
人
の
中
か
ら
選
び
ま
す
。

具
体
的
な
裁
判
員
選
定
の
流
れ
は
次
の
と
お
り
で
す
。

①
裁
判
員
候
補
者
名
簿
の
作
成

選
挙
権
の
あ
る
人
の
中
か
ら
、
翌
年
の
裁
判
員
候
補
者
と
な
る
人
を
毎
年
抽
選
で
選

び
、
裁
判
所
ご
と
に
裁
判
員
候
補
者
名
簿
を
作
り
ま
す
。
こ
の
名
簿
に
載
っ
た
方
に

は
、
そ
の
旨
を
通
知
し
ま
す
。

②
事
件
ご
と
に
く
じ
で
裁
判
員
候
補
者
が
選
ば
れ
ま
す
。（
裁
判
の
６
〜
８
週
間
前
）

実
際
に
裁
判
員
制
度
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
際
に
、
裁
判
員
裁
判
の
対
象
と
な
る
事

件
ご
と
に
、
裁
判
員
候
補
者
名
簿
の
中
か
ら
、
さ
ら
に
く
じ
で
そ
の
事
件
の
裁
判
員

候
補
者
を
選
び
、
呼
出
状
を
お
送
り
し
ま
す
。
呼
出
状
に
は
裁
判
員
を
務
め
て
い
た

だ
く
期
間
を
記
載
す
る
予
定
で
す
。
通
常
は
、
同
時
に
質
問
票
を
お
送
り
し
て
、
辞

退
事
由
等
の
有
無
を
確
認
し
ま
す
。

③
裁
判
所
で
、
候
補
者
か
ら
裁
判
員
を
選
ぶ
た
め
の
手
続
き
を
行
い
ま
す
。

（
通
常
は
、
裁
判
当
日
午
前
中
）

裁
判
長
か
ら
、
事
件
と
の
利
害
関
係
の
有
無
、
不
公
平
な
裁
判
を
す
る
お
そ
れ
の
有

無
、
辞
退
希
望
の
有
無
・
理
由
な
ど
に
つ
い
て
質
問
さ
れ
ま
す
。

④
裁
判
員
と
な
る
人
を
決
定
し
ま
す
。

裁
判
所
は
辞
退
を
認
め
る
か
、
不
適
格
事
由
に
該
当
し
な
い
か
な
ど
を
考
慮
し
つ
つ
、

最
終
的
に
は
く
じ
も
交
え
て
裁
判
員
６
人
を
決
定
し
ま
す
。
必
要
な
場
合
は
補
充
裁

判
員
も
選
び
ま
す
。

⑤
裁
判
員
制
度
が
始
ま
り
ま
す
。（
通
常
は
、
裁
判
当
日
午
後
）

◎
特
定
健
診

裁
判
員
制
度
と
は
ど
の
よ
う
な
制
度
で
す
か
？

裁
判
員
は
ど
の
よ
う
に
し
て
選
ば
れ
る
の
で
す
か
？

◎
特
定
保
険
指
導

◎
検
診
を
受
け
な
い
と
ど
う
な
る
の
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75歳以上の方の被保険者証が�
　　　　　　　　新しくなります�
75歳以上の方の被保険者証が�
　　　　　　　　新しくなります�
75歳以上の方の被保険者証が�
　　　　　　　　新しくなります�
75歳以上の方の被保険者証が�
　　　　　　　　新しくなります�

平成20年4月から�平成20年4月から�平成20年4月から�

平成20年4月から、75歳以上の高齢者を対象とした新しい独立した医療保険制度「後期高齢者医
療制度」 が始まります。
新制度の開始に伴い、対象の方には新しい被保険者証を、お一人に一枚交付します。

被保険者証の様式

新しい被保険者証は、縦54㎜、横86㎜の紙製で、裏
面にラミネート（透明の保護フィルム）加工がされて

います。色は白地に紫色の模様が入っています。

新制度の対象者

75歳以上の方全員が対象となります。
（一定の障害のある方は65歳以上）
現在加入している国保や社保などの健康保険を脱退

し、「後期高齢者医療制度」に加入します。

医療機関にかかるとき

４月１日以降は必ずこの被保険者証を提示してください。

（これまでは被保険者証と老人保健法に基づく医療受給者証を提示していましたが、４月１日からはこの被保険

者証だけを提示します。）被保険者証に一部負担金の割合（１割または３割）が記載されています。

被保険者証の交付方法・時期

現在、老人保健医療受給者証をお持ちの方については、新しい被保険者証を３月末までに川西町役場から配達

記録郵便で送付します。（３月中に被保険者証が届かない場合は、川西町役場保険年金課へ連絡してください。）

※３月に送付する被保険者証の有効期限は、すべての方が平成20年７月31日となっ
ています。（７月下旬に次の被保険者証を交付します。）

平成20年４月以降に75歳になられる方については、75歳になられる誕生日までに、
被保険者証を送付します。

奈良県後期高齢者医療広域連合

ホームページ　http://www.nara-kouiki.jp/

奈良県○○市○○町○○番地
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10745-43-190010745-43-1900

お と な 保健センターで実施します

項　　　目 対　　　象 日　　　時 実　施　内　容

生 活 習 慣 病
予　防　相　談
※時間予約制
（１人約30分）

高血圧、糖尿病、
高脂血症（コレス
テロール・中性脂
肪が高い）、肥満な
ど生活習慣病を指
摘された方

体脂肪測定、生活習慣チェックをしま
す。保健師・栄養士が日常生活に関す
ること、食生活に関することなど個別
の相談に応じます。
＊健診や血液検査の結果などを持参し
てください。

３月25日（火）

実施時間
午前９時30分～

11時30分

問い合わせ・申し込み問い合わせ・申し込み

◇日　時 平成20年３月９日（日） 午前10時～、午前11時～、午後１時～、午後２時～
※登録には20分程度かかります

◇場　所 奈良県骨髄データセンター（奈良県赤十字血液センター内）近鉄筒井駅下車３分。
大和郡山市筒井町600－１　　1：0743－56－5916 FAX：0743－56－4894

◇登録における検査の都合上、できるだけ電話でご予約ください。
なお、当日受付もできます。（ただし、人数制限があります）
電話予約受付：奈良県骨髄データセンター（奈良県赤十字血液センター内）

1：0743－56－5916 平成19年３月９日（日）までの毎週火・木・日
午前９時～午後５時

☆ドナー登録にあたっては、登録に関するしおり「チャンス」をお読みください。
☆＜ドナー登録をしていただける方＞
・年齢が18歳以上54歳以下の健康な方
・体重が男性45kg以上・女性40kg以上の方
・骨髄提供の内容を十分理解されていること
・ドナー登録について家族の同意を得られていること

●平成20年度から健診が変わります●

平成20年度から町の基本健康診査（基本健診）が廃止になります。これに代わり、加入し
ている健康保険組合が被保険者に対して「特定健診」を実施します。健診の申し込みや受診

方法などは、各健康保険組合によって異なりますので、詳細は加入の健康保険組合（町国民

健康保険加入者は町役場保険年金課）へお問合せください。
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保健センターで行っている事業スタッフの登録を募集します。

受付期間 平成20年３月31日（月）まで

午前９時～午後５時（土･日･祝を除く）

登録方法 履歴書、写真、免許状写しを保健センターへ提出

＊登録後、必要に応じて保健センターから本人あてに電話連絡します。

＊なお、登録しても臨時職員の必要がなければ雇用がない場合があります。

こ ど も 保健センターで実施します
＊母子手帳を持参してください

項　　　目 対　　　象 日　　　時 実　施　内　容

３歳６ヵ月児
健　康　診　査

３歳６ヵ月～３歳８
ヵ月児（平成16年６
月16日～９月15日生
まれの児）
※対象者には個別通知

３月14日（金）
受付時間
午後１時30分～

２時30分

問診、身体計測、尿検査、内科診察、
歯科検診、視覚・聴覚検査、生活・栄
養・歯科・心理発達相談

Ｂ　　Ｃ　　Ｇ
予　防　接　種

乳 幼 児 相 談

４・５ヵ月児
健　康　診　査

生後３ヵ月～６ヵ月
児未満の児
（平成19年９月18日～
12月17日生まれ）

３月18日（火）
受付時間
午後１時30分～

２時

接種当日に満６ヵ月を超える児は任意
接種となります。
★持参するもの　予診票、体温計

生後すぐ～就学前の児
育児のことで相談し
たい方

４月４日（金）
受付時間
午前９時～10時

身体計測、発達・生活・栄養相談

生後４・５ヵ月児
（平成19年10月11日～
12月10日生まれの児）
※対象者には個別通知

４月４日（金）
受付時間
午後１時～

１時20分

問診、身体計測、内科診察、生活・栄
養相談、絵本の読み聞かせについて

赤ちゃんとのふれあい遊びやお母さん
方が育児のことを気軽に話し合える場
です。

Ｂａｂｙクラブ
★申し込み必要★

１歳頃までの児と保護
者

３月13日（木）
受付時間
午前９時45分～

10時

保育士・保健師臨時職員（アルバイト）の登録募集�保育士・保健師臨時職員（アルバイト）の登録募集�保育士・保健師臨時職員（アルバイト）の登録募集�
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気象庁からのお知らせ

緊急地震速報に係る悪質商法や
不審な人物などにご注意ください。
最近、緊急地震速報の受信装置設置の義務化を偽

ったり、気象庁の名をかたった訪問やアンケート調

査などの行為が行われているとの情報があります。

気象庁では、住民のみなさまに受信装置の設置等

を義務付けたり、直接設置に伺ったりすることはあ

りません。また、アンケート調査を行う場合でもご

家庭を直接訪問したり、個人情報の記入をお願いし

たりすることはありませんので、ご注意ください。

（これまでに寄せられた情報の例）

●気象庁の依頼などと名乗って、「緊急地震速報」

の受信装置の取り付け等を理由にマンションのエ

ントランスを開けさせようとする者が来た。

●「緊急地震速報」に関するアンケート調査を口実と

し、住所や名前などの個人情報を記入させられた。

●「市町村の防災センター（あるいは、マンション

管理業者）からの依頼です」などと名乗って、「緊

急地震速報」の受信装置を家庭に設置することを

行政が義務化しているかのような説明を行い、販

売しようとする業者が現れた。

緊急地震速報に係る悪質商法や
不審な人物などにご注意ください。

政府広報

「平成8年12月以前に旧姓で年金に
加入していた方は、ご注意ください」
年金記録もれにはさまざまなケースが考えら

れますが、とりわけ多いのが、平成９年の基礎

年金番号導入前に旧姓で年金制度に加入した場

合。基礎年金番号に結びつかない年金記録の中

には、結婚等により名字を変更していると考え

られる記録が多く含まれています。

まずは、次の方法でご自身の年金記録をご確

認ください。

①社会保険事務所または年金相談センターで

②「ねんきん特別便専用ダイヤル」

（０５７０－０５８－５５５）

③インターネット（ユーザＩＤ・パスワード）で

※社会保険事務所等の所在地、開庁時間やイン

ターネットでの年金記録の照会申込みなどに

ついては、社会保険庁ホームページ

（http://www.sia.go.jp/）にてご案内しています。

西人権文化センター西人権文化センター�西人権文化センター� 3月�3月�3月�

■
元
気
が
出
る
！

こ
こ
だ
け
の
話
と
体
操

毎
回
１
つ
テ
ー
マ
を
決
め
て
、
健
康
に
役
立
つ
話
を

う
か
が
い
ま
す
。
体
操
は
、
い
す
に
座
っ
て
で
も
で
き

る
、
し
か
も
か
ら
だ
の
中
の
小
さ
な
筋
肉
を
鍛
え
て
い

く
、
こ
こ
だ
け
の
と
っ
て
お
き
の
体
操
で
す
。
あ
な
た

も
始
め
て
み
ま
せ
ん
か
。

日
時

３
月
14
日
（
金
）

午
前
10
時
〜
12
時

ゲ
ス
ト

内
田
恵
美
子
さ
ん
（
健
康
運
動
指
導
士
）

持
ち
物

タ
オ
ル

申
し
込
み

不
要

■
素
敵
な
音
楽
で

心
も
か
ら
だ
も
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
！

〜
み
ん
な
仲
良
く
ニ
コ
ニ
コ
と
〜

歌
を
歌
っ
た
り
、
リ
ズ
ム
に
合
わ
せ
て
か
ら
だ
を
動

か
す
こ
と
を
通
じ
て
、
脳
を
は
じ
め
心
や
か
ら
だ
の
動

き
を
活
性
化
す
る
と
い
う
音
楽
療
法
。

さ
あ
、
久
し
ぶ
り
に
声
を
出
し
て
一
緒
に
歌
い
ま
せ

ん
か
。

心
も
か
ら
だ
も
ス
ッ
キ
リ
！
元
気
が
出
ま
す
よ
。

日
時

３
月
27
日
（
木
）

午
後
１
時
30
分
〜
３
時

ゲ
ス
ト

千
葉
定
子
さ
ん

（
日
本
音
楽
療
法
学
会
認
定
音
楽
療
法
士
）

申
し
込
み

不
要

問
い
合
わ
せ

西
人
権
文
化
セ
ン
タ
ー

1
０
７
４
５
―
44
―
２
０
８
０

いきいき広輪は、おおむね65歳以上の方を対象に軽い体操やレクリエーションなど
を通じて、いろんな人とのつながりの中で喜びや楽しみを見い出し、互いに支えあい
ながら健康で充実した生活を送っていただくことを支援するものです。
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3月1日（土）～7日（金）

「火は見てる
あなたが離れる　その時を」

全国一斉に、春の火災予防運動

が実施されます。空気が乾燥し火

災が発生しやすい季節です。火の

取扱い後始末には十分注意しまし

ょう。

この期間中、磯城消防署では、

婦人防災クラブ員と合同で、広報

車による巡回広報や自治会の消防

訓練指導を行い、火災予防を呼び

掛けます。

住民のみなさまも、この運動を

機会に日ごろ忘れがちな火の恐ろ

しさをあらためて思い起こし、地

域やご家族で火事を出さないため

にはどうすればよいかを考えまし

ょう。

わが家を火災から守るため、次

の「火の用心７つのポイント」を

重点的に注意してください。

１．家のまわりに燃えやすい物を

おかない。

２．寝たばこやたばこの投げ捨て

をしない。

３．天ぷらを揚げるときは、その

場を離れない。

４．風の強いときは、たき火をし

ない。

５．子どもには、マッチやライタ

ーで遊ばせない。

６．電気器具は正しく使い、たこ

足配線はしない。

７．ストーブには、燃えやすい物

を近づけない。

問い合わせ

磯城消防署救急係

1０７４４－３３－２４６１

春の火災予防運動

人命を救うためには、人工呼吸

や心臓マッサージ、心臓への電気

ショックを速やかに行うことが重

要です。最近では、一般の人が電

気ショックを行う機械「ＡＥＤ」

を用いることが認められました。

磯城消防署では毎月応急手当講習

会を行っていますので、ぜひ参加

してください。

日時 ３月６日e

午前９時～12時

場所 磯城消防署

内容 普通救命講習（心肺そ生法

など応急手当）

受講料 無料

申し込み・問い合わせ

磯城消防署救急係

1０７４４－３３－２４６１

日時 ３月20日e～26日dの７日

間　午前10時～午後７時30分

（最終日は午後３時まで）

会場 近鉄百貨店橿原店（近鉄大

和八木駅前）６階催し会場

出品物 紳士靴、婦人靴、サンダ

ル、軽装履、桐下駄、毛皮革製

品、各種鞄、スポーツ用品等

問い合わせ

奈良県特産皮革はきもの市運営

委員会

1０７４４－２３－３５３５

奈良県商工労働部商工課

1０７４２－２７－８８０４

応急手当講習会

DENGONBAN

3月

第51回奈良県特産
「皮革・はきもの市」

（川西町人権問題啓発活動推進本部）
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期日・種目・開催場所（予定）
◎４月20日a

卓球競技・奈良県心身障害者福
祉センター体育館
ソフトボール【予備日４月29

日-】・奈良県立高等養護学校
グランド
◎４月27日a

バスケットボール・奈良県心身
障害者福祉センター体育館
サッカー・フットベースボール・
奈良県立高等養護学校グランド
◎５月18日a

水泳競技・奈良県営屋内温水プ
ール
◎５月25日a

陸上競技（雨天決行）・奈良県
立橿原公苑陸上競技場
◎６月１日a

フライングディスク・奈良県立
高等養護学校グランド
参加資格 ①身体障害者福祉法の
規定による身体障害者手帳の交
付を受けた者②厚生省事務次官
通知による療育手帳の交付を受
けた者。あるいは、その取得の
対象に準ずる障害のある者③満
年齢13歳以上の者（平成20年４
月１日を基準とする。）④奈良
県内に居住する者（施設入所者
については、この限りではな
い。）⑤平成20年度より内部障
害（膀胱又は直腸機能障害に限
る。）については、以下の種目
に限り出場できる。※全国障ス
ポ競技基準に準ずる。【50ｍ、
1500ｍ、立幅跳、走幅跳、ソフ
トボール投、ジャベリックスロ
ーの中から出場制限内で出場】
募集期間
３月３日b～21日f

土・日・祝日を除く
その他 開催要綱等は、役場健康
長寿課でお渡しします。
申し込み 役場健康長寿課

10745-44-2211（内線162）
問い合わせ 〒636-0344 磯城郡
田原本町宮森34-4 奈良県心身
障害者福祉センター内　奈良県
障害者スポーツ協会事務局
10744-33-3393 FAX0744-33-1199

目の不自由な方に、町の情報を
お知らせできるように、広報「川
西」の内容を音声にして、カセッ
トテープに録音された声の広報を
作成しています。「声の広報」は
社会福祉協議会（ぬくもりの郷）
で貸し出しを行っています。
効率的に、「声の広報」を利用

していただくために、あらかじめ
利用者登録をお願いしています。
利用を希望される方は、下記にて
利用者登録を行ってください。
問い合わせ
役場総務課　10745-44-2211
社会福祉協議会　10745-43-3939

日時
◎３月６日e午後１時30分～４時
30分「自己理解とキャリアデザ
イン」
◎３月13日e午後１時30分～４時
30分「作ってみよう！職務経歴
書と自己ＰＲ書」
◎３月27日e午後２時～４時30分
「面接応対セミナー＆フリート
ーク」
会場 ならジョブカフェ
対象 おおむね３５歳未満の方
内容 就職に関するスキルを学ぶ
受講料 無料
定員 各10名程度
申し込み 各回前日までに希望
日、住所、氏名（ふりがな）、
電話番号、年齢、性別を記入し
FAXまたは電話で下記へ連絡。
FAXの場合は受付後連絡有。
問い合わせ及び申し込み
ならジョブカフェ（ヤングコー
ナー）奈良市西木辻町93－６
1０７４２－２３－５７３０
FAX０７４２－２３－５７５７
http://www.nara-jobcafe.jp/

雇用期間 平成20年４月上旬～平

成21年３月下旬

雇用場所 県立二階堂養護学校

仕事の内容 スクールバス通学時

の介助及び安全確保

勤務形態 応募先まで問い合わせ

ください。

採用予定人員 若干名

賃金 奈良県教育委員会が定める

賃金を支給する。但し、交通費

は支給しない。

（現行　時給1,100円）

応募資格 年齢59歳まで。健康で、

障害のある児童生徒に理解のあ

る方

応募方法 市販の履歴書を県立二

階堂養護学校事務室へ送付す

る。送付する封筒の表に「スク

ールバス介助応募」と朱書する。

選考方法 随時、応募者に連絡し

て県立二階堂養護学校で面接を

行う。

応募先・問い合わせ

〒632 -0086 天理市庵治町

358－1 奈良県立二階堂養護学

校事務室　スクールバス介助応

募係　10743－64－3081

近畿地区国立大学法人等職員統

一採用試験の試験案内の配布が始

まりました。

受験資格 昭和54年４月２日以降

に生まれた者

受付期間 ４月１日c～10日e

第１次試験 ５月18日a

問い合わせ 近畿地区国立大学法

人等職員統一採用試験室

1075－753－2227～2230

「声の広報」を
ご利用ください

若者対象
就職に役立つセミナー

第８回奈良県障害者
スポーツ大会

県立二階堂養護学校の
スクールバス介助員募集

国立大学法人等職員統
一採用試験のお知らせ
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「働くときはルールを確認！
労働条件は書面で明示。」
労働基準法第15条では、労働契

約を結ぶに際し、就業場所、労働

時間、賃金、休暇など労働条件を

明示した書面（労働条件通知書）

を事業主から労働者に交付するこ

とを義務付けています。

また、職場でのトラブルを避け、

労使関係が良好なものとなるよう

にルールを整えた「労働契約法」

にもご留意を。

問い合わせ

奈良労働局労働基準部監督課

1０７４２－３２－０２０４

高齢者の交通事故で最も多いの

は、歩いて道路を横断中の事故で

す。

危ない！

こんな事していませんか

・ 通り過ぎた車の直後の横断

・ 「まだ間に合うだろう」と無

理な横断

・ 近くに横断歩道があるのに、

横断歩道以外を横断

・ 信号を守らずに横断

道路を横断するときには、

左右をよく見て余裕を持っ

て、信号に従い安全に横断し

てください。横断歩道が近く

にあれば、横断歩道を利用し

てください。

毎年３月末は、企業の決算期や
自動車税の賦課期日の終期等によ
る影響を受け、自動車の検査・登
録の各種申請が集中し、窓口が大
変混雑します。
この時期に申請されますと、皆
様方には長時間お待ちいただくな
ど大変ご迷惑をおかけすることと
なります。
このような状況を緩和するた

め、自動車の移転登録（名義変更）
や抹消登録（廃車）等の各種手続
きは、できるだけ早期に済まされ
るようお願いします。
検査・登録の手続き案内は、ヘル
プデスク「０５０－５５４０－２
０６３」（音声又はＦＡＸサービ
ス）により24時間行っています。
近畿運輸局ホームページ
http://www.kkt.mlit.go.jp/

3月は「労働条件の
明示・確認月間」です。

高齢者の交通事故
が多発！

今回で５回目を迎える「スペシャリスト講演会」。アテネ五輪シンクロナ
イズド・スイミング銀メダリストの武田美保さんの講演が１月23日、式下中
学校でおこなわれました。昨年11月から生徒会が中心となって準備を続け、
司会などこの日の運営も生徒自身が担いました。
講演で武田さんはシンクロを始めたきっかけや井村雅代コーチとの出会

い、３度経験した五輪の体験などを交え、「何事にも全力で取り組んで自分
の殻を破って。」と訴えました。「親でも誰でもいいから、自分のことを話す
ことで、自分を見つめ直すきっかけになる。」とアドバイスもされました。
生徒会の役員などにより事前学習用に武田さんを紹介するビデオを作製。

校内外に展示する看板は美術部、書道部、パソコン部が協力して作るなど、
生徒の多くが放課後遅くまで残って準備を続けてきました。
終了後、生徒代表から花束を受け取った武田さんは「こんなに準備をしてくれる学校はない。熱意が

伝わってきました。」とうれしそうでした。
生徒会役員のメンバーは、今回の講演会について「事前学習会を行い、当日を迎えるまでには沢山の

人たちが講演会のために協力しました。その結果、武田さんがとても喜んでくださり、大成功を納める
ことができたので、大きな達成感を得ることができました。」とふり返っています。
地域の皆様にも、ご協力、ご参加いただいて大変感謝いたしております。ありがとうございました。

式下中学校

式下中学校　輝け未来のスペシャリスト講演会

‘武田　美保さん’を迎えて　「夢を追いかけて」

式下中学校　輝け未来のスペシャリスト講演会

‘武田　美保さん’を迎えて　「夢を追いかけて」

近畿運輸局からのお願い
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町民憲章
●緑豊かなまち。美しい自然と環境を守り、住みよいまちを創りましょう。
●未来に伸びるまち。産業の振興につとめ、活力あるまちを創りましょう。
●平和に暮らせるまち。人権を尊重し、笑顔あふれる優しいまちを創りまし
ょう。
●歴史が息づくまち。貴重な文化遺産を守り、文化の香り高いまちを創りま
しょう。
●健康あふれるまち。心身をきたえ、スポーツに親しみ、明るいまちを創り
ましょう。

人　口／9 , 1 9 8人

男　4 , 4 4 4人

女　4 , 7 5 4人

世帯数／3 , 3 8 4世帯

（平成20年２月１日現在）

おめでとうございます

防犯ポスター展

全国地域安全運動期間中、青少年健全育成活

動の啓発を目的として磯城地区防犯協議会主催

の防犯ポスター展がおこなわれました。磯城郡

内の小中学校から185点の応募があり、中学校

の部３名、小学校の部２名が表彰されました。

金賞　田原本中３年　川P舞子 銀賞　田原本北中２年　岡本瑞月 銅賞　田原本中２年　吉川佳寿

金賞　田原本小５年　石橋佐紀子

銀賞　田原本小５年　山口寛登
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子どもフェスティバル
～ぜひおこしください～

2007年度

日時 平成20年３月９日（日）
午後２時開演（午後１時30分開場）

場所 川西文化会館コスモスホール
出演団体（出演順）
①川西町子どもお琴教室　②川西町少年少女合唱団
③スマイル川西　　　　　④川西町和太鼓講座
入場料 無料
問い合わせ 教育委員会事務局　社会教育課

10745－44－2214

子どもフェスティバル

３月３日（月）から中央体育館で平成20年度川西スポーツクラブの会員を募集します。
詳細は、今月広報「折込リーフレット」をご覧ください。

また、川西スポーツクラブの設立総会は､４月６日（日）に開催します。事業は､４月１日から順次ス

タートします。

１月25日～27日の日程で恒例のスキー・スノーボード教室を野沢温泉スキー場で開催しました。
参加者のみなさんは、白銀の世界を存分に滑走して思い思いの３日間を楽しみました。

○３月の町民開放日は（体育館アリーナ）は３月30日（日）です。（対象者は、川西町在住・在勤者）
○４月分の運動場抽選会は、３月31日（月） 中央体育館２階会議室で午前９時より行います。

川西スポーツクラブ（KAWA－SPO）
平成20年度会員募集！！

白銀の世界を滑走！白銀の世界を滑走！
体育協会スキー・スノーボード教室
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町立図書館：川西文化会館内　電話 0745－44－2212 ＦＡＸ 0745－44－2920 休館日／毎水曜日・祝日

第一金曜日・年末年始・特別整理期間　　開館時間／9：30～17：00

川西町ホームページ“http://www.town.nara-kawanishi.lg.jp/"

30日は町民体育祭のため休館
（雨天中止のときは開館）

～図書館カレンダー～

33月月

は休館日 はおはなし会

図図図図書書書書館館館館ののののホホホホーーーームムムムペペペペーーーージジジジををををごごごご利利利利用用用用くくくくだだだだささささいいいい

図書館のホームページでは、利用案内や行事の
お知らせ、蔵書の検索ができます。アドレスは、
次のとおりです。どうぞご利用ください。

http://library.town.kawanishi.nara.jp

44月月

町立図書館

「ウィリアムのこねこ」
ウィリアムは、４さい

の男の子。まいごのこね
こを見つけ、お母さんに
飼ってくれるように頼み
ましたが、おまわりさん
にとどけるようにといわ
れました。でも、ごほう
びに…。５・６才から。

「ウォートンとモートンの
大ひょうりゅう」

ひきがえるの兄弟ウォート
ンとモートンのハラハラ、ド
キドキの大冒険の話。
雨の中ハチミツとりにでか

けた二人が、アライグマにつ
かまり、機転をきかせて、逃
げだして…。 ラッセル・Ｅ・エリクソン作

評論社

マージョリー・フラックぶん・え
新風舎

こんな本もどうぞ ～新しく入った本から～

相性大全 リンダ・グッドマン 主婦の友社
阿久悠のいた時代 戦後歌謡曲史 篠田正浩ほか 柏　書　房
環境
エ コ

生活のススメ 箕輪　弥生 飛 鳥 新 社
親の品格 坂東眞理子 ＰＨＰ研究所
街道をゆく夜話 司馬遼太郎 朝日新聞社
賢い消費者になるための法 加藤新太郎ほか 弘　文　堂
消えたカラヴァッジョ ジョナサン・ハー 岩 波 書 店
寓話セレンディッポの三人の王子 角川学芸出版
偽装建築国家 岩山　健一 講　談　社
鉱物・宝石のしくみ 宮脇　律朗 新星出版社
高齢ドライバー 岩 波 書 店
財布のつぶやき 群　ようこ 角 川 書 店
サクリファイス 近藤　史恵 新　潮　社
サブプライム金融危機 みずほ総合研究所 日本経済新聞社
自治体格差が国を滅ぼす 田村　　秀 集　英　社
室礼おりおり 山本三千子 日本放送出版協会
図説飛鳥の古社を歩く 飛鳥・山辺の道 和田　　萃 河出書房新社
農家が教えるどぶろくのつくり方 農山漁村文化協会
食べない人､食べられない人の介護食メニュー 落合　　敏 講　談　社
魂との出会い 藤 原 書 店
誰もが知りたい上手な死に方、死なせ方 エリコ・ロウ 講　談　社
中国コピー商品対抗記 遠藤　健治 日経BP出版センター
友よ　弔辞という詩 河出書房新社
日本語を書く作法・読む作法 阿刀田　高 時事通信社
旗本夫人が見た江戸のたそがれ 深沢　秋男 文 藝 春 秋
晴山陽一の英語ことわざコレクション 晴山　陽一 三　修　社
東に名臣あり 家老列伝 中村　彰彦 文 藝 春 秋
ヒット率が上がるホームページの作り方 成美堂出版
ベスト･アメリカン･ミステリクラシック･コカイン･ダイエット 早 川 書 房
法律書式の作成全集 石原　豊昭 自由国民社
身近な疑問で世界がわかる理科100の新常識 青春出版社
民主党の研究 塩田　　潮 平　凡　社
めぐみへ　横田早紀江、母の言葉 横田早紀江 草　思　社
目印はフォーク！ クリエイツかもがわ
やきものづくり、100の失敗 双　葉　社
病みながら老いる時代を生きる 吉武　輝子 岩 波 書 店
ローカル線五感で楽しむおいしい旅 金久保茂樹 グ ラ フ 社
Ｙ氏の終わり スカーレット・トマス 早 川 書 房
わかりやすい高血圧Ｑ＆Ａ 今井　　潤 保健同人社
私の男〈直木賞受賞作〉 桜庭　一樹 文 藝 春 秋

クリストフォロ
･アルメーノ

毎日新聞生活
報道センター

大石　芳野
鶴見　和子

『つくる陶磁
朗』編集部

サイラス・Ｍ・
コープランド

科学プロダクシ
ョンコスモピア

カーラ・Ｌ・
スワンソン

3月のおはなし会
◎小さい人　４才～１年生まで

８日G 11時～11時30分
◎大きい人　２年生～中学生まで

22日G 11時～11時30分
どちらも　図書館２階おはなしのへやで

「ウィリアムのこねこ」


